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町長メッセージ
町民のみなさまへ

COVER
////表紙の写真////
眞明寺に安置されている
「木造観音菩薩立像」
（P.12に関連記事あり）

  ＝広報の表紙写真（イラスト）を募集します＝
町内の風景・人物などの作品を募集します。詳細
はホームページ、またはお問い合わせください。
【７月号締切６月10日（月）】
問い合わせ　企画公室秘書広報係（内線2008）

　民間有識者らでつくる「人口戦略会議」は、
2050年までに全市区町村の４割以上にあたる
744自治体が消滅する可能性があると発表しまし
た。これは20代から30代の女性が半減し、最終
的には消滅する可能性があるという指摘です。和
歌山県は和歌山市や岩出市など7つの市町村をの
ぞく、23の自治体が消滅する可能性があるとの
事でした。これに対して岸本知事は、「分析は国民
への危機感を示すものであり、額面通りに受け取
る必要はない」とした上で「子育て支援や移住定
住促進による関係人口の増加、外国人材の受け入
れなどに力を入れるべき」と話しています。また、
熊本県の木村知事は「住民がいる以上、消滅する
ことはあり得ない」と話しています。
　私も岸本知事に同感で、この報告は国民への危
機感を示しているだけであって、消滅する自治体は
ないと思います。しかし、地域行事や自治会などの
運営は、高齢化が進むに連れて運営が厳しくなると
危機感を感じています。かつらぎ町は「子育て支

援」に力を入れ始めてから「ふるさと回帰」が活発
になってきました。一度、就職などでかつらぎ町を
離れた人が、家族を連れてかつらぎ町に戻ってくる
「Uターン」現象が増えている訳です。
　14歳以下に限った社会増減（転入・転出の差）
を見ると、子育て支援に力を入れる前年の2019
年度が19人減、子育て支援が始まった2020年度
が30人増、2021年度が14人増、2022年度が７
人増、2023年度が26人増となっており、2020年
度から４年間で77人の子どもが増えました。
　私が重要と考えている政策は、一度、故郷の町を
離れたとしても、再び故郷の町に戻りたくなるよう
な魅力をどう作るかということです。先日の毎日新
聞の社説に「地域社会が持続するには、住民が『住
み続けたい』と思う魅力を再発見することが出発点
だ」と載っていました。さらにかつらぎ町に住むメ
リットや魅力づくりに力を入れ、多くの人が誇りに
思える「かつらぎ町」を目指してまいります。

かつらぎ町長　中阪　雅則　
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町からのお知らせ

● 補助金を活用して「防災力（自助）」を高めよう

Ⅰ.

地
震
対
策
器
具
設
置
等
補
助
金　

　
地
震
発
生
時
に
お
け
る
被
害
を
減
ら

す
た
め
、
ま
た
、
生
命
・
財
産
を
守
る

た
め
に
、
次
の
器
具
の
購
入
・
設
置
に

要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

①
感
震
ブ
レ
ー
カ
ー

　
地
震
な
ど
で
揺
れ
を
感
知
し
た
際
、 

電
気
を
自
動
で
止
め
る
器
具
で
、 

火
災

発
生
を
予
防
し
ま
す
。

②
家
具
類
の
転
倒
防
止
用
器
具

　
地
震
発
生
時
の
家
具
類
の
転
倒
・ 

落

下
・
移
動
を
防
ぎ
ま
す
。

対
象
・
補
助
金
額

　
町
内
に
居
住
し
て
い
て
、
住
民
登
録

の
あ
る
世
帯
。

　
器
具
に
応
じ
て
補
助
上
限
額
が
異
な

り
ま
す
。（
表
１
）

Ⅱ.

危
険
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
塀

等
撤
去
補
助
金

　
地
震
発
生
時
に
お
け
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀

な
ど
の
倒
壊
に
よ
る
被
害
を
防
止
す
る

た
め
、
危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
撤

去
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

対
象　
道
路
に
面
し
た
高
さ
60
㎝
を
超

え
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
で
、（
表
２
）
基
準
に

１
つ
で
も
該
当
す
る
も
の
。

補
助
金
額　
次
の
い
ず
れ
か
低
い
金
額
。

（
上
限
10
万
円
）

・
補
助
対
象
経
費
の
３
分
の
２
の
額
。

・
撤
去
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
１
㎡

　
あ
た
り
１
万
円
を
乗
じ
た
額
。

問い合わせ　危機管理課防災係（内線 2022）

　いつ発生するか分からない地震災害から自分や家族の命を
守るために、町の補助金を活用して災害に備えましょう。

（表１）Ⅰ. 地震対策器具設置等補助金額
区分 ①感震ブレーカー ②家具類の転倒防止用器具

Ａ区分

Ｂ区分

対象経費の１／４
※100円未満切り捨て
（上限１万円）
対象経費の１／２
（上限２万円）

対象経費の１／４
※1,000 円未満切り捨て
（上限 5,000 円）
対象経費の１／２
（上限１万円）

Ａ区分　Ｂ区分以外の世帯。
Ｂ区分　次のいずれかに該当する世帯。①満65歳以上のみで構成する世帯。②要介護

・塀の高さが地盤から2.2ｍを超える。
・塀の厚さが10cm未満。（塀の高さが２ｍ超2.2ｍ以下の場合
　は15cm未満）
・塀の高さが1.2ｍ超の場合、塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、塀の
　高さの1/5以上突出した控え壁がない。
・コンクリートの基礎がない。
・塀に傾き、ひび割れがある。
・塀の中に直径９mm以上の鉄筋が縦横とも80cm間隔以下で
　配筋、また、それぞれがかぎ掛けされていない。
・塀の高さが1.2ｍ超の場合、基礎の根入れ深さが30cm未満。

２以上の方がいる。③身体障害者手帳１級または２級の方がいる。④療育手帳Ａの方
がいる。⑤精神障害者保健福祉手帳１級の方がいる。⑥医療受給者証の交付を受けて
いる方がいる。⑦県指定特定疾患医療受給者証の交付を受けている方がいる。

（表２）Ⅱ. 危険コンクリートブロック塀等撤去補助金の基準

感震ブレーカー（分電盤タイプ）
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町からのお知らせ

　町の財政運営について、上半期と下半期の２回に分
けて、財政状況を公表しています。
　今回は、令和５年度下半期（３月31日現在）の予
算執行状況などをお知らせします。
　歳入のうち、町債は予算が翌年に繰り越され、令和
６年度に収入されるものもあり、執行率が低くなって
います。

　歳出のうち、土木費や災害復旧費は翌年に事業が
繰り越され、令和６年度に支出されるものもあるた
め、執行率が低くなっています。
　また、歳入歳出ともに現金の未収未払を整理する
期間として、会計年度終了後の翌４月１日から５月
31日までの出納整理期間が設けられているため、決
算額とは異なります。

● 令和５年度下半期　予算執行状況

項　　目 1人当たり 1世帯当たり 使　い　道

町民へのサービス等に要する経費

税金の負担状況

◇人口 15,537人　世帯数 7,171世帯（３月31日現在）

項　　目 1人当たり 1世帯当たり 経　費　の　内　容
議会の活動に要する経費
庁舎の維持管理、税金徴収、選挙などに要する経費
児童、高齢者、障害者などの社会福祉に要する経費
感染症予防、清掃関係、火葬場運営などに要する経費
農林業振興などに要する経費
観光や商工業振興などに要する経費
道路橋梁、河川、公園等の維持管理などに要する経費
消防、 防災関係に要する経費
小中学校、教育委員会、社会教育などの教育関係に要する経費
自然災害に罹災した際の復旧などに要する経費
国や銀行などから借りた町債（借金）の元金・利子の返済に要する経費
基金への積立などに要する経費

議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
農林水産業費
商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
災害復旧費
公 債 費
そ の 他
合　　　計

6,251
76,715
213,115
49,907
18,043
23,235
46,192
26,092
50,596
 21,946
88,967
34,953
656,012

13,544
166,214
461,744
108,130
39,093
50,342
100,082
56,532
109,624
47,549
192,759
75,731

1,421,344

個人町民税
固定資産税
軽自動車税
町たばこ税
都市計画税
合　　　計

37,463
64,727
5,375
7,454
6,380

121,399

81,170
140,241
11,645
16,150
13,824
263,030

町が自由に使い道を決めることができる税金
住み良い町づくりのために活用

公園や街路、下水道などの都市計画事業に活用

（単位：円）

（単位：円）

予算現額 支出済額

歳出
予算現額 124億3962万3000円
支出済額 101億9245万3371円

その他（93.4%）

農林水産業費　
（73.5%）

商工費（75.9%）

議会費（94.5%）

衛生費（76.1%）

災害復旧費(34.9％)

消防費（92.8%）

教育費（86.9%）

総務費（84.5%）

公債費（94.1%）

土木費（66.2%）

民生費（92.0%）

歳入
予算現額 124億3962万3000円
収入済額 108億6871万3592円

予算現額 収入済額

44億1606万6000円
44億1606万6000円

35億9715万9000円
33億1116万3207円

17億5457万円
12億6721万9177円

6億4050万1000円
6億4050万1014円

4億4918万円
4億4904万3338円

3億3323万9000円
3億2579万3000円
1億3330万9000円
1億2300万8528円
1億2959万7000円
1億3285万7000円

3億2764万1000円
2億8545万3848円

3億8319万2000円
3億8319万2000円

7億8657万円
4億6930万2912円

20億985万8000円
19億8477万6775円

14億1044万4000円
11億9192万3353円

14億6918万7000円
13億8227万5380円

10億7590万円
3億9150万円

9億7819万9000円
3億4097万4728円

9億503万3000円
7億8611万2377円

4億3667万1000円
4億539万3762円
3億8159万5000円
2億8033万5598円
1億280万3000円
9712万3666円

5億8117万5000円
5億4306万4848円

4億7572万2000円
3億6100万296円

10億1831万6000円
7億7539万9366円

10億8331万9000円
7億1768万6790円

その他（87.1%）

寄附金（97.8%）

地方消費税交付金
（100.0％）

地方譲与税（102.5％）

繰越金（100.0％）

使用料及び手数料
（92.3%）

繰入金（100.0%）

県支出金（59.7%）

町債（36.4%）

町税（98.8%）

国庫支出金（72.2%）

地方交付税（100.0％）
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町からのお知らせ

町債（借金）の状況

町債（借入金）

一時借入金

一般会計
シビックセンター特別会計
花園地域交流推進施設運営
事業特別会計

117億4585万8989円
115億4819万2022円

０円

1億9766万6967円

0円

項　　目 現在高
町有財産の状況

土地
建物
出資による権利
債権（町の貸付金）
基金（町の積立金）
一般会計
　うち財政調整基金
　うち減債基金 
　うちその他特定目的基金など
国民健康保険事業特別会計
介護保険事業特別会計

2,220,354.57㎡
136,980.27㎡

1億3648万836円
1081万2867円

35億5317万178円
30億7591万195円
16億6532万1316円

7706万3178円
13億3352万5701円
1億9880万8325円
2億7845万1658円

項　　目 面積または現在高

（土地建物、出資による権利は令和５年３月31日現在です）

歳　入 歳　出
会　　計 予算現額 収入済額 執行率 予算現額 支出済額 執行率

合　　　　計

7716万6581円
25億1487万4193円

657万2195円
6億2269万81円

27億4793万4211円
8630万5990円

60億5554万3251円

44.7%
96.5%
97.8%
98.4%
97.0%
99.8%
95.5%

1億7280万円
26億624万7000円

671万8000円
6億3259万3000円
28億3324万3000円

8647万3000円
63億3807万4000円

9645万8972円
22億7393万6014円

565万6367円
6億1417万7801円
24億1643万1142円

8606万5288円
54億9272万5584円

55.8%
87.2%
84.2%
97.1%
85.3%
99.5%
86.7%

特別会計予算の執行状況

● 情報公開制度 運用状況の公表
令和５年度 問い合わせ

総務課管理係（内線2026）

かつらぎ町選挙管理委員会 
公文書開示請求件数　　　　　　１件
（内訳）部分開示　　　　　　　１件
個人情報開示請求件数　　　　　０件

かつらぎ町監査委員 
公文書開示請求件数　　　　　　０件
個人情報開示請求件数　　　　　０件

かつらぎ町農業委員会 
公文書開示請求件数　　　　　　０件
個人情報開示請求件数　　　　　０件

かつらぎ町固定資産評価審査委員会
公文書開示請求件数　　　　　　０件
個人情報開示請求件数　　　　　０件

かつらぎ町公平委員会 
公文書開示請求件数　　　　　　０件
個人情報開示請求件数　　　　　０件

かつらぎ町長 
公文書開示請求件数　　  17件
（内訳）全部開示　　　  10件
　　　　部分開示　　　　５件
　　　　非開示　　　　　１件
　　　　取り下げ　　　　１件
個人情報開示請求件数　　２件
（内訳）部分開示　　　　２件

かつらぎ町教育委員会 
公文書開示請求件数　　　１件
（内訳）全部開示　　　　１件
個人情報開示請求件数　　１件
（内訳）部分開示　　　　１件

かつらぎ町議会 
公文書開示請求件数　　　０件
個人情報開示請求件数　　０件

実施機関別

1億7280万円
26億624万7000円

671万8000円
6億3259万3000円
28億3324万3000円

8647万3000円
63億3807万4000円

シ ビ ック セ ン タ ー
国 民 健 康 保 険 事 業
天 野 診 療 所 事 業
後期高齢者医療事業
介 護 保 険 事 業
花園地域交流推進施設運営事業
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・
受
給
者
や
配
偶
者
、
児
童
の
住
所
が

　
変
わ
っ
た
。

・
受
給
者
や
配
偶
者
、
児
童
の
氏
名
が

　
変
わ
っ
た
。

・
一
緒
に
児
童
を
養
育
す
る
配
偶
者
を

　
有
す
る
に
至
っ
た
、
ま
た
は
児
童
を

　
養
育
し
て
い
た
配
偶
者
が
い
な
く
な

　
っ
た
。

・
受
給
者
の
加
入
す
る
年
金
が
変
わ
っ

　
た
。

・
協
議
離
婚
中
の
受
給
者
が
離
婚
を
し

　
た
。

・
国
内
で
児
童
を
養
育
し
て
い
る
者
と

　
し
て
、
海
外
に
住
ん
で
い
る
父
母
か

　
ら
「
父
母
指
定
者
」
の
指
定
を
受
け

　
た
。

①
現
況
届
の
提
出
が
必
要
な
方

　
次
に
該
当
す
る
方
は
、
毎
年
６
月
に

現
況
届
の
提
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

・
児
童
の
養
育
状
況
が
変
わ
っ
た
。

・
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
な
ど
に
よ
り
、

　
住
民
票
の
住
所
地
が
か
つ
ら
ぎ
町
と

　
異
な
る
。

・
児
童
の
戸
籍
や
住
民
票
が
な
い
。

・
離
婚
協
議
中
で
配
偶
者
と

　
別
居
し
て
い
る
。

・
法
人
で
あ
る
未
成
年
後
見

　
人
、
施
設
な
ど
の
受
給
者
。

・
そ
の
他
、
町
か
ら
提
出
の

　
案
内
が
あ
っ
た
な
ど
。

②
改
め
て
認
定
請
求
書
の
提

　
出
が
必
要
な
方

　
こ
れ
ま
で
手
当
が
支
給
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
方
で
所
得

が
限
度
額（﹇
表
﹈参
照
）を
下

回
っ
た
場
合
、
改
め
て
認
定

請
求
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

③
児
童
手
当
の
変
更
手
続
き

　
次
の
事
項
に
変
更
が
あ
っ

た
場
合
、
届
け
出
て
く
だ
さ

い
。

・
児
童
を
養
育
し
な
く
な
っ

　
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
支

　
給
対
象
と
な
る
児
童
が
い

　
な
く
な
っ
た
。

● 児童手当制度について
　児童の養育状況が変わっていなければ、次に該
当する方を除き、現況届の提出は不要です。
問い合わせ　住民福祉課社会福祉係（内線2064）

［表］児童手当所得制限限度額
　児童を養育している方の所得により、次のとおり支給します。
(1)未満の場合：児童手当
(1)以上(2)未満の場合：特例給付（児童１人あたり月額一律5,000円）
(2)以上の場合：支給されません

(1)所得制限限度額
所得額 収入額の目安

(2)所得上限限度額
所得額 収入額の目安

扶養親族などの数
(カッコ内は例)
０人

(前年末に児童が生まれて
いない場合など)

１人
(児童１人の場合など)

２人
(児童１人＋年収103万円
以下の配偶者の場合など)

３人
(児童２人＋年収103万円
以下の配偶者の場合など)

４人
(児童３人＋年収103万円
以下の配偶者の場合など)

５人
(児童４人＋年収103万円
以下の配偶者の場合など)

622

660

698

736

774

812

833.3

875.6

917.8

960

1,002

1,040

858

896

934

972

1,010

1,048

1,071

1,124

1,162

1,200

1,238

1,276

（単位：万円）

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族（里親などに委託され
ている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。）な
らびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいい
ます。扶養親族等の数に応じて、限度額（所得額ベース）は、１人につき38万円（扶養
親族等が同一生計配偶者（70歳以上の者に限ります。）または老人扶養親族であるときは
44万円）を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給
与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。
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● 浄化槽設置整備事業補助金
問い合わせ　環境課環境係（内線2231）

　
令
和
６
年
度
の
住
宅
へ
の
浄
化
槽
設

置
整
備
に
か
か
る
補
助
金
申
請
を
受
け

付
け
ま
す
。

対
象　
住
宅
に
合
併
処
理
浄
化
槽
の
設

置
を
予
定
し
て
い
る
方
。

対
象
地
域　
町
内
全
域
（
公
共
下
水
道

に
接
続
可
能
な
住
宅
を
除
く
）

申
請
期
限　
令
和
７
年
１
月
31
日（
金
）

※
浄
化
槽
設
置
工
事
を
令
和
７
年
２
月

末
日
ま
で
に
完
了
す
る
こ
と

◆
浄
化
槽
の
各
種
届
出

浄
化
槽
使
用
開
始
報
告
書　
使
用
を
開

始
す
る
と
き

浄
化
槽
使
用
再
開
届
出
書　
使
用
を
再

開
す
る
と
き

浄
化
槽
休
止
届　
３
カ
月
以
上
使
用
し

な
い
と
き

浄
化
槽
使
用
廃
止
届
出
書　
取
り
壊
す
、

ま
た
は
公
共
下
水
道
に
接
続
す
る
と
き

浄
化
槽
管
理
者
変
更
報
告
書　
管
理
者

を
変
更
し
た
と
き

※
詳
細
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に

な
る
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
浄
化
槽
と
は

　
浄
化
槽
は
微
生
物
の
力
を
利
用
し
て

生
活
排
水
の
汚
れ
を
分
解
し
、
き
れ
い

な
水
に
し
て
か
ら
排
出
す
る
も
の
で
す
。

公
共
下
水
道
が
未
整
備
の
地
域
に
お
い

て
は
、
ト
イ
レ
を
水
洗
化
で
き
る
だ
け

で
な
く
、
水
質
汚
濁
を
防
ぐ
重
要
な
設

備
で
す
。

◆
浄
化
槽
設
置
後
の
保
守
点
検
・
清
掃

と
法
定
検
査

　
浄
化
槽
法
第
10
条
と
第
11
条
に
お
い

て
、
浄
化
槽
管
理
者
は
、
浄
化
槽
の
保

守
点
検
、
清
掃
と
法
定
検
査
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
浄
化
槽
が
き
れ
い

な
水
を
排
出
し
て
い
く
た
め
に
は
適
切

な
維
持
管
理
が
必
要
で
す
。
次
の
３
つ

の
事
項
を
徹
底
し
て
く
だ
さ
い
。

①
保
守
点
検　
浄
化
槽
の
調
整
・
修
理

　
や
消
毒
薬
の
補
充
な
ど
を
保
守
点
検

　
業
者
に
依
頼
し
て
行
い
ま
す
。
４
カ

　
月
に
１
回
以
上
の
実
施
が
必
要
で
す
。

②
清
掃　
浄
化
槽
内
に
溜
ま
っ
た
汚
泥

　
の
引
き
抜
き
や
洗
浄
を
汲
取
業
者
に

　
依
頼
し
て
行
い
ま
す
。
年
１
回
以
上

　
の
実
施
が
必
要
で
す
。

③
法
定
検
査　
保
守
点
検
や
清
掃
な
ど

　
の
維
持
管
理
が
適
正
に
さ
れ
、
機
能

　
に
問
題
が
な
い
か
を
県
水
質
保
全
セ

　
ン
タ
ー
が
実
施
し
ま
す
。
年
に
１
回

　
の
実
施
が
必
要
で
す
。

※加算額は都市計画区域のみ。（花園、天野、志賀、新城、四邑
地区を除く地域）
※人槽区分はJIS規格による算定人員（店舗などとの併用住宅の
場合は居住部分のみの算定人員）に基づきます。

人槽区分
５人槽
７人槽
１０人槽

補助金額 加算額
３３２，０００円
４１４，０００円
５４８，０００円

１６６，０００円
２０７，０００円
２７４，０００円

補助金額

有
　
料
　
広
　
告
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● 森林環境税（国税）が新たに課税
問い合わせ　税務課住民税係（内線2046）・産業観光課林業振興係（内線2181）

森
林
環
境
税
の
目
的
と
重
要
性

 

森
林
環
境
税
は
、
パ
リ
協
定
の
枠
組

み
の
も
と
で
、
日
本
が
設
定
し
た
温
室

効
果
ガ
ス
排
出
削
減
目
標
の
達
成
を
支

え
る
た
め
に
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

 

森
林
に
は
、
気
候
変
動
の
一
因
で
あ

る
温
室
効
果
ガ
ス
の
二
酸
化
炭
素

（
C
O
2
）
を
吸
収
す
る
機
能
が
あ
り
、

土
砂
崩
れ
や
浸
水
と
い
っ
た
自
然
災
害

の
防
止
に
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
ま

す
。

 

こ
の
税
に
よ
り
、
森
林
整
備
に
必
要

な
財
源
を
安
定
的
に
確
保
し
、
持
続
可

能
な
森
林
環
境
保
全
を
目
指
し
ま
す
。

納
税
義
務
者
と
非
課
税
基
準

　
国
内
に
住
所
を
有
す
る
全
て
の
個
人

が
納
税
義
務
者
で
す
。
た
だ
し
、
次
の

基
準
に
該
当
す
る
方
は
非
課
税
で
す
。

・
前
年
中
の
「
合
計
所
得
金
額
」
が
38

　
万
円
以
下
で
扶
養
親
族
が
い
な
い
方
。

・
扶
養
親
族
が
い
る
場
合
は
、
28
万
円

　
×
（
本
人
＋
控
除
対
象
配
偶
者
＋
扶

　
養
親
族
数
）
＋
10
万
円
＋
16
万
８
０

　
０
０
円
以
下
の
方
。（
16
万
８
０
０
０

　
円
は
控
除
対
象
配
偶
者
ま
た
は
扶
養

　
親
族
が
い
る
場
合
の
み
）

・
障
害
者
、
未
成
年
者
、
寡
婦
、
ひ
と

　
り
親
で
、
前
年
中
の
「
合
計
所
得
金

　
額
」
が
１
３
５
万
円
以
下
の
方
。

・
生
活
保
護
法
に
よ
り
生
活
扶
助
を
受

　
け
て
い
る
方
。

令
和
６
年
度
以
降
の
変
更

　
令
和
５
年
度
ま
で
の
復
興
特
別
税
が

終
了
し
、
令
和
６
年
度
か
ら
は
森
林
環

境
税
が
新
た
に
課
さ
れ
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
国
税
、
県
民
税
、
町

民
税
の
均
等
割
の
合
計
額
は
変
わ
ら
ず
、

５
５
０
０
円
を
維
持
し
な
が
ら
、
税
収

の
使
途
が
環
境
保
全
に
移
行
し
ま
す
。

森
林
環
境
譲
与
税
の
具
体
的
な
使
用
目
的

　
森
林
環
境
譲
与
税
の
使
途
は
法
令
で

定
め
ら
れ
て
お
り
、
町
で
は
、
森
林
整

備
や
木
材
利
用
の
促
進
な
ど
に
活
用
し
、

令
和
６
年
度
か
ら
は
町
産
材
で
製
作
し

た
木
の
お
も
ち
ゃ
を
幼
児
に
プ
レ
ゼ
ン

ト
し
て
い
ま
す
。

森
林
環
境
税
導
入
に
よ
る
日
本
の
取
り
組
み

 

平
成
31
年
３
月
に
成
立
し
た
「
森
林

環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す

る
法
律
」
に
基
づ
き
、
令
和
６
年
度
か

ら
、
森
林
の
整
備
お
よ
び
そ
の
促
進
を

目
的
と
し
た
重
要
な
施
策
の
財
源
と
し

て
、
森
林
環
境
税
（
国
税
）
が
新
た
に

課
税
さ
れ
ま
す
。

 

こ
の
税
は
、
町
民
税
・
県
民
税
（
個

人
住
民
税
）
の
均
等
割
の
枠
組
み
を
活

用
し
、
１
人
年
額
１
０
０
０
円
が
課
せ

ら
れ
ま
す
。

 

徴
収
さ
れ
た
税
収
の
全
額
は
、
森
林

環
境
譲
与
税
と
し
て
都
道
府
県
お
よ
び

市
区
町
村
へ
譲
与
さ
れ
、
日
本
の
森
林

保
全
と
環
境
改
善
に
貢
献
し
ま
す
。

令和６年度から

森林環境税

森林環境譲与税

国

個人住民税に上乗せして徴収
1人年額1,000円
（令和６年度から課税）

都道府県と市区町村に譲与

　森林整備、人材
育成、木材利用、
普及啓発の取り組
みに活用。

　納税いただいた「森林環境税」は、国
を通して「森林環境譲与税」として全国
の都道府県・市区町村に配分され、森
林整備やその促進などに活用される。
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ン
ア
プ
リ
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
、
ｅ
Ｌ
―

Ｑ
Ｒ
）
を
利
用
し
た
納
付
が
可
能
で
す
。

　
詳
し
く
は
、
税
務
課
徴
収
係
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
固
定
資
産
税
納
税
通
知
書
に
課
税
物

件
明
細
書
を
同
封
し
て
い
ま
す
の
で
、

所
有
し
て
い
る
土
地
・
家
屋
な
ど
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
農
業
や
営
業
な
ど
の
事
業
用

の
土
地
・
家
屋
に
つ
い
て
、
確
定
申
告

に
お
け
る
租
税
公
課
の
計
算
に
利
用
で

き
ま
す
の
で
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ

い
。

　　
こ
の
制
度
は
、
納
税
義
務
者
（
年
金

受
給
者
）
が
支
払
う
べ
き
、
年
金
所
得

に
係
る
個
人
町
民
税
・
県
民
税
を
日
本

年
金
機
構
な
ど
の
「
年
金
保
険
者
」
が

町
に
直
接
納
め
る
よ
う
に
納
税
方
法
を

変
更
す
る
も
の
で
あ
り
、
新
た
な
税
負

担
が
生
じ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
年
金
以
外
の
所
得
に
係
る
町
民
税
・

県
民
税
が
あ
る
場
合
は
、
別
途
納
め
て

く
だ
さ
い
）

対
象　
４
月
１
日
現
在
65
歳
以
上
の
公

的
年
金
の
受
給
者
で
、
年
金
所
得
に
係

る
個
人
町
民
税
・
県
民
税
の
納
税
義
務

の
あ
る
方
。※
た
だ
し
、
次
の
よ
う
な

場
合
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。「
介
護
保

険
料
が
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
ら
な
い
方
」

「
当
該
年
度
の
特
別
徴
収
税
額
が
老
齢
基

礎
年
金
な
ど
の
額
を
超
え
る
方
」。

※
令
和
６
年
度
か
ら
新
た
に
こ
の
制
度

の
対
象
と
な
っ
た
方
は
、
10
月
支
給
分

の
年
金
か
ら
特
別
徴
収
を
開
始
し
ま
す

の
で
、
６
〜
９
月
は
普
通
徴
収
と
な
り

納
付
書
に
よ
り
納
め
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

町
民
税
・
県
民
税　
住
民
税
係
（
内
線

２
０
４
６
）

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税　
固
定
資

産
税
係
（
内
線
２
０
４
３
）

納
税
、
証
明
書
発
行
な
ど　

徴
収
係

（
内
線
２
０
４
１
）

　
個
人
町
民
税
・
県
民
税
、
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
の
納
税
通
知
書
・
納

付
書
を
６
月
13
日
（
木
）
に
発
送
し
ま

す
。
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。

◆
納
期
限

第
１
期　
７
月
１
日
（
月
）

第
２
期　
７
月
31
日
（
水
）

第
３
期　
９
月
２
日
（
月
）

第
４
期　
９
月
30
日
（
月
）

第
５
期　
10
月
31
日
（
木
）

第
６
期　
12
月
２
日
（
月
）

第
７
期　
12
月
25
日
（
水
）

◆
納
付
場
所
・
方
法

　
か
つ
ら
ぎ
町
役
場
・
き
の
く
に
信
用

金
庫
・
紀
北
川
上
農
業
協
同
組
合
・
近

畿
労
働
金
庫
・
㈱
紀
陽
銀
行
・
㈱
ゆ
う

ち
ょ
銀
行（
近
畿
２
府
４
県
に
限
る
）・

㈱
南
都
銀
行
・
納
付
書
に
記
載
の
あ
る

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
。

口
座
振
替
に
よ
る
納
税

　
税
務
課
ま
た
は
指
定
金
融
機
関
な
ど

に
備
え
て
い
る
「
町
税
等
口
座
振
替
申

込
書
」
に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
上
、

預
貯
金
口
座
届
印
を
押
印
し
て
指
定
金

融
機
関
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
に
よ
る
納
付

　
町
で
は
、
従
来
の
金
融
機
関
で
の
納

付
の
ほ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
（
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

問い合わせ　環境課環境係（内線 2066）

● 個人町民税・県民税、固定資産税・都市計画税の
　 納税通知書・納付書を６月13日（木）に 発送

納期限

● 町民税・県民税　全期・第１期
● 町内固定資産税　全期・第１期　
● 介護保険料　　　　    第２期

７月１日（月）

町税などの納付は便利で確実な口座振
替をご利用ください。

固
定
資
産
税
課
税
物
件
明
細
書

個
人
町
民
税
・
県
民
税
の
公
的
年

金
か
ら
の
特
別
徴
収
制
度



　　いままで、 全ての登録者に同じ情報を配信してい

ましたが、 受信設定をしておくと、 欲しい情報だけを

受取れます。※緊急情報や広報かつらぎは、 受信設

定の内容に関わらず、登録者全員にお届けします。

　　かつらぎ町公式LINEアカウント

から予約や申請などで入手した個

人情報は全て、政府に認定された

サーバーに保管されます。このサー

バーは国が提供する「ぴったりサー

ビス」と同じ基盤で、全国およそ150

自治体が利用しています。

　　引き続き、セキュリティ管理に配慮

しつつ公式LINEアカウントを運用し

ていきますので、安心してご利用くだ

さい。

　　トーク画面に表示されるメニューのデザインを一新

し、暮らしに役立つ機能を追加しました。

　　利用できる機能は、 今後さらに追加し

ていきます。役場に来庁しなくても行政手

続きができる、便利な役場を目指します。

・ LINE上でできる申請やオンライン申請

※今後オンラインでできる申請を増やし

ていきます。

政府が認定する
セキュリティを
満たすサーバー

個人情報

などを保管

※かつらぎ町公式

LINEアカウントの安

全性確保に関するガ

イドラインや運用方針

などが気になる方

は、町ホームページを

ご覧ください。

登録方法①
　　右の二次元バー

コードを読み取り、

「追加」を押す。

登録方法②
　　LINEのホーム画面にある友達追

加で、ID検索をして追加する。

　　受信設定をしないと、６月以
降かつらぎ町からのお知らせ
が届かなくなります。

　　町内のさまざまな情報を配信しているかつらぎ町のLINE公式アカウントを、リニューアルしまし

た。新機能を加え、より便利で使いやすくなりましたので、ぜひお友だち登録をお願いします。

かつらぎ町　LINE
公 式 ア カ ウ ン ト
リ ニ ュ ー ア ル

６月１日から
本格運用開始

新機能❶　　ほしい情報だけを受取れるようになりました

新機能❷　　メニューが新しくなりました気になるセキュリティ

LINE

申請

・ 健診や、すくすく教室の予約

　　※イベント予約や体育施設の予約など

も将来的には実装予定。

予約

・ 子育て相談の受付

・育児サークルの日程確認
子育て

・ 町内小 ・中学校の欠席連絡学校

・ ごみの分別検索

・ ごみ収集日の通知
ごみ

・ 町広報、ホームページの確認広報/HP

・ 休日急患時の連絡先の確認休日急患

・ 防災ラジオの内容

・ハザードマップの確認
防災/災害

・ 町への意見投稿

・漏水箇所、動物死骸の通報
ご意見/
通報

・ LINEで受け取る情報の設定受信設定

機能の一部を紹介

友だち登録はこちら

＠katsuragi-town

企画公室秘書広報係（内線2008）

予約・申請

問い合わせ

受信設定のおねがい

Step1

Step2

Step3 Step4

※受信設定は、いつでも同作業で変更することができます。

トーク画面のメニュー右下に
ある受信設定をタップする。

お住まいの自治区を選
択する。

ほしい情報を選択する。
（複数選択可）

生年月日を入力する。

広報かつらぎ  令和6年（2024年）6月号 10広報かつらぎ  令和6年（2024年）6月号11



木造観音菩薩立像
町指定文化財に指定

仏像のある眞明寺
しんみょうじ

広報かつらぎ  令和6年（2024年）6月号 12

　３月29日に「木造観音菩薩立像」が町の指定文化財に指定されました。
　木造観音菩薩立像は、眞明寺（佐野）の観音堂に安置されている仏
像です。仏像の材料にはヒノキが用いられ、一木造り（一本の木を彫っ
てつくる）で作られています。仏像の形状から、穏やかな中にも古い様
式を垣間見ることができ、平安時代後期（11 世紀）の作品であること
がわかります。この時代は、大陸から伝えられた文化に日本的な要素を
足した優美な文化（国風文化）が花開いた時代でした。
　仏像の台座裏面の記載から、持物・台座・光背は江戸時代に新たに
作り直されたことがわかります。

　かつらぎ町佐野に所在する眞明寺は、江戸時代後期に紀州
藩により編纂された地誌『紀伊続風土記』の「村の乾にあり古
は慈尊院末といふ本堂鐘樓堂あり」の記述から、佐野村の北
西に位置し、江戸時代には鐘つき堂があったことがわかります。
　本尊は阿弥陀如来立像で、脇侍の観音菩薩立像（阿弥陀
三尊）・勢至菩薩立像と共に本堂に安置されています。本尊の
一部は、平安時代中期の作で、脇侍2躯は江戸時代につくら
れました。阿弥陀三尊は亡くなった人を阿弥陀の浄土に導く仏
で、広く信仰されていました。その他、主な文化財としては、大
般若経（江戸時代）や境内の慶長13年に建てられた石碑が
残っています。このことから、眞明寺は平安時代から続
く寺院で、佐野の人々の信仰を集めていたことがわ
かります。

台座裏面

眞明寺。仏像は、本堂横の観音堂格子窓から見られます。

DATA

木造観音菩薩立像
もくぞうかんのんぼさつりゅうぞう

種別／美術工芸品（彫刻）
時代／平安時代後期（11世紀）

員数／１躯
所有者／宗教法人眞明寺

所在地／かつらぎ町大字佐野３１８
法量(単位㎝)／像高53.3　面長6.5

面幅6.0　肩幅14.9
指定日／令和６年３月２９日

右面 左面 背面
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町からのお知らせ

１

３

７

２

４

６

５

　スタンプを３種類以上集めた方に、オリジ
ナル野帳を先着80人にプレゼント。
　さらに全種類集めた方には、世界遺産登録
20周年を記念し、もれなく『達成証』と
プレゼントを進呈！
　　　　　　　　詳細はこちら▶▶▶

期間　７月４日(木)～令和７年３月31日(月)
対象　　マークが付いたイベント全て

７/４（木）～10/１（火）
時間　８：30～17：15
場所　役場本庁舎玄関左手
　　　総合文化会館エレベーターホール

８/７（水）～11（日・祝）
時間　９：00～17：00　※入館 16：30まで
場所　笠田公民館佐野分館 1階

・展覧会　Ｒ７.３月中旬
　時間　９：00～ 17：00　※入館 16：30まで
　場所　天野地域交流センターゆずり葉
・講演会　Ｒ７.３月中旬
　場所　天野地域交流センターゆずり葉

Ｒ７.１/８（水）～３/31（月）
時間　８：30～17：15
場所　役場本庁舎玄関左手
　　　総合文化会館エレベーターホール

10/19（土）
時間　10：00～15：00
場所　かつらぎ西部公園を拠点に関連遺跡をめぐる
申込　左の二次元バーコードまたは電話

８/11（日・祝）
時間　１回目18：00～、２回目19：00～
場所　笠田公民館佐野分館1階・県史跡佐野寺跡
申込　左の二次元バーコードまたは電話

10/３（木）～Ｒ７.１/６（月）
時間　８：30～17：15
場所　役場本庁舎玄関左手
　　　総合文化会館エレベーターホール

※先着30人
申込開始９/２(月)～

※各回先着 20人
申込開始７/３( 水 ) ～

※スタンプカード台紙は７月４日（木）から、生涯学習課
文化振興係と各公民館で配布します。野帳・達成証の
贈呈は令和７年３月31日（月）まで。

12/１（日）
時間　１回目13：00～、２回目14：00～
場所　中飯降遺跡保存学習施設

＼世界遺産登録２０周年記念　かつらぎ町ふるさと発掘スタンプラリー開催／＼世界遺産登録２０周年記念　かつらぎ町ふるさと発掘スタンプラリー開催／＼世界遺産登録２０周年記念　かつらぎ町ふるさと発掘スタンプラリー開催／

庁舎内展示Vol.15
　　『仏がみちびく三谷坂』

佐野寺跡展覧会
　『浄土―仏たちの住む世界―』

佐野寺跡現地学習会
『佐野寺跡ナイトクエスト２』

庁舎内展示Vol.16
　　『仏の舞と法華経信仰』

『アルコラ2024
 新説南海道周辺を歩く2』

要申込

要申込

庁舎内展示Vol.17
　　『神々の里―あまの―』

文化財拠点施設開館プレイベント
展覧会・講演会

中飯降遺跡現地学習会
 『特別公開　保存遺跡の裏側を
  見てみよう！』

● 展覧会・現地学習会のお知らせ

※詳細は後日ホームページ・チラシで
   お知らせします。

問い合わせ　生涯学習課文化振興係
                 （内線3019）
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町からのお知らせ

※都合により、実施期間や内容が変更となる場合もありますので、ご了承ください。

　後期高齢者医療保険の被保険者を対象に、生活習慣病予防の一環として１日人間ドック
を実施します。ぜひ、この機会に受診し、健康管理にお役立てください。
　なお、県内医療機関またはかつらぎ町集団健診による健康診査を受診予定の方、既に受
診した方は１日人間ドックの受診はできませんのでご了承ください。

実  施  期  間

受  付  期  間

検  査  項  目

検  査  費  用

申  込  方  法

対　 象 　者

９月２日（月）～令和７年１月３１日（金）

自己負担金　５，０００円

実施医療機関 紀和病院・橋本市民病院・名手病院

６月３日（月）～２８日（金）※土日除く
午前８時３０分～午後５時１５分

下記ア、イ、ウ、エの全てに該当される方
　ア．かつらぎ町に住所を有し、和歌山県後期高齢者医療保険に加

入している被保険者
　イ．後期高齢者医療保険料を滞納していない方
　ウ．県内医療機関またはかつらぎ町集団健診による健康診査を受

診していない方
　エ．個人情報保護法に基づく検査結果などの個人情報を、町が医

療機関から提供を受けることに同意をいただける方

診察（問診・身体測定）・血圧・眼・耳・尿・大腸がん・血液検査
（血液一般・脂質・肝機能・腎機能）・胸部・心臓・胃部・腹部
※乳がん・子宮がん検診は含まれていません。

次の①・②を持参の上、保険年金係（役場４番窓口）でお申し込み
ください。
　① 後期高齢者医療被保険者証
　② 和歌山県後期高齢者医療広域連合から送付された健康診査受
　　　診券および受診票
※健康診査受診券、受診票をお持ちでない場合は受付できません。

申し込み・問い合わせ　健康推進課保険年金係（内線2056）

後期高齢者医療保険の被保険者を対象に
● １日人間ドックを実施します
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町からのお知らせ

問い合わせ　健康推進課衛生係（内線2059）

● 健康づくりに取り組もう～歯の健康～
＼町民みんなで／

歯を失う原因　第１位は歯周病

6月 4日～ 10日は歯と口の健康週間
「歯を見せて　笑える今を　未来にも」

　30代以上の約３人に２人が歯周病といわれています。自覚症状がほとんどないため、気づ
いた時には重症化していたということが少なくなく、放置しておくと50代から歯が抜け始め
るといわれています。
　さらに歯周病は、糖尿病をはじめとする生活習慣病や、アルツハイマー型認知症の発症な
ど、全身の健康と深く関係していることが分かっています。
　歯周病を予防するためには、若い頃からの「毎日の丁寧な歯磨き」・「定期的な歯科医院の
受診」が大切です。
　令和６年度に40歳・50歳・60歳・70歳になる方は、無料で歯周病検診が受けられます。
　対象の方には、水色の受診券を、4月に特定健診・がん検診の受診券と一緒に送付してい
ます。対象となる方は必ず検診を受けましょう。

　80歳になっても20本以上自分の歯を保つことを目標とした、「8020運動」や、お口の機能
の低下を防ぐ「オーラルフレイル対策」も注目されています。
　また、毎月30日は「カミング30デー」として、よく噛み、食べることを心掛けましょう。
楽しく充実した食生活を送り続けるためには、生まれてから亡くなるまで、健康な歯と、お口
の機能の維持が大切です。

※このお知らせは、現在処方を受けている薬をジ
ェネリック医薬品に切り替えた場合、薬代が軽減
できることを伝えるものです。ジェネリック医薬
品への切り替えを強制するものではありません。
※薬によっては、ジェネリック医薬品への切り替
えができない場合もあります。切り替えを希望す
る方は、かかりつけの医師または薬剤師にご相談
ください。

問い合わせ　和歌山県後期高齢者医療広域連合　和歌山市吹上２丁目１番22号日赤会館９階
                   （☎073-428-6688）

　ジェネリック医薬品を使用した場合、１カ月の自己負担額が200円以上軽減される可能性があ
る方を対象に、５月下旬～６月上旬にかけ、和歌山県後期高齢者医療広域連合から、ジェネリッ
ク医薬品使用促進のお知らせを送付します。
 患者負担の軽減や医療保険財政の改善のため、この機会にジェネリック医薬品の使用をご検討
ください。

● 後期高齢者医療制度に加入されている皆さまへ

ジェネリック医薬品とは
　先発医薬品（新薬）の特許が終了
した後に発売される、先発医薬品と
同等の品質・有効性・安全性を持つ
と国から認められた医薬品です。開
発費が抑えられるため、先発医薬品
より低価格で提供され経済的です。



女性男性
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町からのお知らせ

　令和４年度における、かつらぎ町の国保被保険者数は4,426人で、町人口に占める加入率は
27.8%となっています。被保険者の平均年齢は54.9歳で、県53.6歳より1.3歳高く、国51.9歳よ
り3.0歳高くなっています。
　男女･年齢階層別にみると、前期高齢者（65～74歳）は男性、女性ともに県より高く、平均年
齢を引き上げている要因となっています。

出典：国保データベース（KDB）システム「健診･医療･介護データからみる地域の健康課題」

出典：国保データベース（KDB）システム「人口及び被保険者の状況」

70歳～74歳

65歳～69歳

60歳～64歳

55歳～59歳

50歳～54歳

45歳～49歳

40歳～44歳

35歳～39歳

30歳～34歳

25歳～29歳

20歳～24歳

15歳～19歳

10歳～14歳

5歳～9歳

0歳～4歳

26.6%

17.2%

9.2%

6.3%

6.1%

6.2%

5.1%

4.7%

2.9%

2.3%

3.1%

2.5%

3.3%

2.5%

2.0%

0.0% 0.0% 7.0% 14.0% 21.0% 28.0% 35.0%7.0%14.0%21.0%28.0%35.0%

30.6%

19.8%

12.3%

6.5%

5.0%

3.9%

3.7%

3.4%

2.5%

2.0%

1.6%

2.4%

2.4%

2.4%

1.6%

構成割合（％）

問い合わせ　健康推進課保険年金係（内線 2214）

● 知ってほしい国保「①人口構成」
（第３期データヘルス計画より）

人口構成概要（令和４年度）

男女･年齢階層別 被保険者数構成割合ピラミッド（令和４年度）

区分 人口総数（人） 高齢化率
(65歳以上)

国保被保険者
平均年齢(歳)

国保被保険
者数（人） 国保加入率 出生率 死亡率

かつらぎ町
県
同規模
国

15,935
914,564
15,346

1213,214,261

40.3％
33.4％
36.0％
28.7％

4,426
225,356
3,782

27,488,882

27.8％
24.6％
23.2％
22.3％

54.9
53.6
55.9
51.9

5.2％
6.3％
5.3％
6.8％

15.8％
13.8％
14.7％
11.1％

かつらぎ町 県 国
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左から）清水さん、町長、川﨑さん、森藤さん

母子保健推進員さんの紹介

　町では、42人の「母子保健推進員」が町長の委嘱
を受けて地域で活躍しています。乳幼児の健診や予
防接種の推進、育児サークルの紹介など、子育ての
相談にも応じます。その他、さまざまな形で健康づ
くりの活動を実践しています。<敬称略>
問い合わせ　健康推進課衛生係（内線2053）

地域おこし協力隊員の任命
　４月１日（月）・３日（水）、３
人の地域おこし協力隊員の委嘱
式を行いました。
　令和５年度に引き続き森藤秀
実さんは新城地区で、川﨑雅美
さんは四郷地区で地域活動を行
います。 新たに清水茜さんが着
任され、天野地区で地域活動を
行います。 協力隊員の任期は１
年で最長３年まで延長できます。

氏名 氏名担当地区 担当地区
森本　道子
伊藤　和子
木下有紀子
山髙　晴美

北林　悦子

溝端　惠子

湯川眞喜子

桝田　一江

木村　理子

窪田　道代

澤本　広枝

城向由岐子

宇野万由美
田上　千恵
前岡久美子
松山美千代
民谷　雅代
安武　　史
中野季史子
土畑　洋子
辻本　惠子
大家　寛子
窪田沙祐里
小西　享子
上東　宏子
小迫　梨江

中岡ひとみ
山本妃佐子
宮口　廣子

露野　志保

朝木眞里子
三林　典子
恩地　栄美
南　　幸子
前田　由美

森本　榮子

松田　央子
本田　ゆみ

木村　千草

坪井　静香
木村　安子
藤本　明子

高田
移・背ノ山・窪・萩原
笠田中全域
駅東・駅西
中ノ丁・戎丁・楠丁・南新町・十
五社・東北出・東山田・睦ヶ丘
西部・中部・丸和・東部
新生・駅南・本町・第3班
笠田団地
中佐野・折居・上松西・上松東
緑ヶ丘・住吉・東広浦・西広浦
佐野1・2・3・4・5・6
西大谷・永安
東大谷・蛭子
大薮
西柏木・東柏木
昭和・丁通・百里・千間・下木原
旭が丘・明・井上・丁3・三星・
丁4・共進・寺前・丁5・丁6・丁7
市原・丁東・柿ノ木
新田東・新田駅前・新田宮・新田西
妙1・2・3・4・9・東新町・西新
町・上ノ丁・紀北分院
妙5・6・7・8・西ノ丁
妙寺団地・おばな・茶屋出
広垣内・妙11・妙12

広野・短野・大畑・西飯降
城山・城南・乾・農大・三和・
睦・南東
東出・嵯峨谷
西山・西ノ五・西ノ三・白原・
畑峯・北出・島
東和・谷口・谷口第一・宮浦・
今西・二八
入道山・親友・二六・大橋・神
祐・共和・懇友・昭和・友愛・
同友・近友
桃の木・中村・名山・宮本
上平沼田・平沼田
寺尾・兄井
西番・宮番・中番・島番・東番
教良寺・山崎
日高・星山・御所1・2・星川
上天野・川東・神田・川西
上新城・下新城
上志賀・中志賀・下志賀
二ノ宮・新体
下広口・大松
西滝・東滝
平・大久保・下津川
堀越・中畑・神野・東谷
旧花園村
旧花園村
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くらしの情報  INFO
　
年
間
を
通
し
て
、
糖
尿
病
の
正
し
い

知
識
が
学
べ
る
教
室
で
す
。

　
み
ん
な
で
楽
し
く
健
康
づ
く
り
に
取

り
組
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

内
容　
目
標
を
立
て
て
取
り
組
も
う
！

〜
今
日
か
ら
始
め
る
健
康
宣
言
!!
〜

日
時　
６
月
12
日
（
水
）
午
前
９
時
30

分
〜
11
時
30
分

場
所　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
３
階

※
毎
回
体
操
と
ス
ト
レ
ッ
チ
を
し
ま
す
。

動
き
や
す
い
服
装
と
水
分
補
給
の
ご
用

意
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
健
康
推
進

課　
衛
生
係
（
内
線
２
２
１
８
）

お 

知 

ら 

せ

糖
尿
病
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
教
室

　

今
回
の
水
道
週
間
ス
ロ
ー
ガ
ン
は

「
た
い
せ
つ
に　

み
ず
は
み
ん
な
の

た
か
ら
も
の
」
で
す
。

　
水
道
週
間
は
、
国
土
交
通
省
お
よ
び

環
境
省
、
都
道
府
県
を
は
じ
め
、
各
市

町
村
の
水
道
事
業
体
な
ど
に
よ
る
さ
ま

ざ
ま
な
広
報
活
動
な
ど
を
通
し
て
、
水

第
66
回
水
道
週
間

（
６
月
１
日
〜
７
日
）

危
険
物
安
全
週
間

（
６
月
２
日
〜
８
日
）

　
令
和
６
年
度　
危
険
物
安
全
週
間
推

進
標
語
は
『
次
世
代
へ　
つ
な
ご
う
無

事
故
と　
青
い
地
球
（
ほ
し
）』
で
す
。

　
危
険
物
は
、
現
在
の
私
た
ち
の
生
活

を
支
え
て
く
れ
る
大
変
便
利
な
も
の
で

す
。
も
っ
と
も
身
近
な
も
の
に
ガ
ソ
リ

ン
、灯
油
、軽
油
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
危
険
物
は
、
管
理
や
取
扱

い
を
誤
る
と
、
火
災
・
漏
洩
事
故
な
ど

重
大
な
事
故
に
つ
な
が
り
、
特
に
ガ
ソ

リ
ン
の
引
火
点
は
私
た
ち
が
生
活
し
て

い
る
温
度
よ
り
低
く
、
非
常
に
引
火
し

や
す
い
も
の
で
す
。

　
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
数
量
・
容

器
な
ど
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
お
り
、

十
分
注
意
が
必
要
で
す
。

　
家
族
や
地
域
の
方
々
の
生
命
・
財
産

を
守
る
た
め
、
危
険
物
は
正
し
く
取
扱

い
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ　
伊
都
消
防
組
合
消
防
本

部
（
☎
22
―
０
１
１
９
）

道
に
つ
い
て
住
民
の
理
解
と
関
心
を
高

め
、
公
衆
衛
生
の
向
上
と
生
活
環
境
の

改
善
を
図
る
と
と
も
に
、
水
道
事
業
の

さ
ら
な
る
発
展
に
役
立
て
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

上
下
水
道
課
総
務
係

（
☎
22
―
６
５
６
６
）

場所　高野山大学黎明館（高野町高野山385）

主催　和歌山県世界遺産高野地域協議会
共催　高野地域世界遺産登録20年記念事業委員会
後援　和歌山県／和歌山県教育委員会／西日本旅客鉄道

株式会社和歌山支社／南海電気鉄道株式会社／関
西エアポート株式会社／歴史街道推進協議会

申込方法　二次元バーコードか
らお申し込みください。メール
にて入場チケットを送付しま
す。 申込期限は６月 30日（日）。
※定員次第締切

費用　無料

日程　７月７日（日）
時間　午後１時～４時

問い合わせ　和歌山県世界遺産高野地域協議会20周年記念事業実施部会
　　伊都振興局地域づくり課内（☎0736-33-4915）

世界遺産登録20周年記念フォーラムin高野
～次世代に受け継ぐ世界遺産～

申し込み

「世界遺産登録２０周年を迎えて」
　松浦晃一郎氏（元ユネスコ事務局長）

テーマ 「次世代に受け継ぐ世界遺産のい
のりの心」～たぐいまれな「神道と仏教
の融合した文化的景観」～
講演①　薗田稔氏
　　　　　（京都大学名誉教授／宗教学者）

講演②　神﨑亮平氏
（東京大学名誉教授／東京大学先端科学技術
　研究センターシニアリサーチフェロー）

パネルディスカッションコーディネーター
　丹生晃市氏（丹生都比売神社　宮司）

第一部　基調講演

第二部　講演・パネルディスカッション

薗田氏

神﨑氏
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INFO  くらしの情報

シ
ョ
ン
き
の
か
わ
（
☎
０
７
３
６
―
33

―
２
９
０
０
）

　
適
職
診
断
、
面
接
対
策
を
お
手
伝
い

し
ま
す
。「
自
分
に
合
っ
た
仕
事
を
知
り

た
い
」「
就
活
の
仕
方
が
分
か
ら
な
い
」

と
お
悩
み
の
方
、
ま
ず
は
お
電
話
く
だ

さ
い
。（
49
歳
の
方
ま
で
利
用
で
き
ま

す
）

日
時　
月
〜
金
曜
の
午
前
10
時
〜
午
後

６
時
※
祝
日
除
く

対
象　

就
労
を
希
望
す
る
無
職
の
方

（
15
歳
〜
49
歳
の
方
と
そ
の
家
族
）

費
用　
相
談
・
利
用
無
料

問
い
合
わ
せ　
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー

相
　
談

６
月
１
日
は
人
権
擁
護
委
員
の

日

若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

き
の
か
わ

◆
自
衛
官
候
補
生
（
男
子
・
女
子
）

資
格　
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
方

受
付　
年
間
通
じ
て
行
っ
て
い
ま
す
。

試
験
日　
受
付
時
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
予
備
自
衛
官
補
（
男
子
・
女
子
）

資
格
　
一
般　
18
歳
以
上
〜
52
歳
未
満

の
方
、
技
能　
18
歳
以
上
で
国
家
資
格

な
ど
を
有
す
る
方
（
資
格
な
ど
に
よ
り

年
齢
上
限
は
53
歳
〜
55
歳
未
満
）

受
付
期
間　
６
月
１
日（
土
）〜
９
月
19

日（
木
）

試
験
日　
９
月
21
日（
土
）〜
10
月
７
日

（
月
）の
い
ず
れ
か
１
日

◆
幹
部
候
補
生
（
男
子
・
女
子
）

資
格
　
一
般〈
大
卒
〉22
歳
以
上
26
歳
未

満　
20
歳
以
上
22
歳
未
満
は
大
卒
（
見

込
含
）、 

修
士
課
程
修
了
者
は
28
歳
未

満
、〈
院
卒
〉20
歳
以
上
28
歳
未
満
の
修

士
課
程
修
了
者（
見
込
含
）

受
付
期
間　
第
２
回　
４
月
24
日（
水
）

〜
6
月
13
日（
木
）（
飛
行
要
員
除
く
）

試
験
日
【
一
次
】　
６
月
22
日
（
土
）

※
内
容
は
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　
自
衛
隊
和
歌
山
地
方
協

力
本
部
橋
本
地
域
事
務
所
（
☎
０
７
３

募
　
集

自
衛
官
等
採
用
案
内

６
―
32
―
０
７
４
４
）

　
６
月
１
日
は
人
権
擁
護
委
員
法
が
施

行
さ
れ
た
日
で
す
。

　
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、

人
権
擁
護
委
員
法
が
施
行
さ
れ
た
こ
の

日
を
「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」
と
定
め
、

皆
さ
ん
と
と
も
に
一
層
の
人
権
尊
重
思

想
の
啓
発
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
人
権
に
関
す
る
こ
と
で
お
悩
み
の
方

は
、
一
人
で
悩
ま
ず
、
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

◆
人
権
擁
護
委
員
特
設
相
談
所

９
月
20
日（
金
）笠
田
ふ
る
さ
と
交
流
館

令
和
７
年
１
月
17
日（
金
）見
好
公
民
館

時
間　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

　
い
じ
め
、
差
別
、
虐
待
、
セ
ク
ハ
ラ
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
誹
謗
中
傷
な

ど
、
日
常
生
活
の
中
で
生
じ
る
さ
ま
ざ

ま
な
人
権
問
題
に
関
す
る
相
談
に
人
権

擁
護
委
員
が
応
じ
ま
す
。
相
談
は
無
料

で
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　
住
民
福
祉
課
社
会
福
祉

係
（
内
線
２
０
６
７
）

　
困
っ
て
い
る
の
に
誰
に
も
言
え
な
い

こ
と
、
誰
に
話
し
た
ら
い
い
の
か
分
か

ら
な
い
こ
と
な
ど
、
相
談
を
幅
広
く
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

対
象　
概
ね
15
歳
〜
39
歳
ま
で
の
方
と

そ
の
家
族

費
用　
相
談
・
利
用
無
料

問
い
合
わ
せ　
若
者
総
合
相
談W

ith 
You

（
☎
０
７
３
６
―
32
―
０
８
７
４
）

若
者
総
合
相
談W

ith You

問い合わせ　環境課環境係（内線2066）

地球温暖化対策に取り組もう

環境に配慮された製品を選ぼう
　リサイクル素材でできているものや、作
られるときに二酸化炭素の排出量が少なく
なるよう努力されたもの（エコマーク商品、
グリーンマーク商品）などが、環境に配慮
した製品といえます。また製品だけではな
く、過剰包装されている商品を避けること
も重要です。
　例えば、洗剤など、詰め替え用パックを
購入するとゴミが少なくなります。
　過剰に包装されている場合、開封後にゴ
ミとして出ることになり、環境に影響を及
ぼすことになります。

おうちでできる取組（グリーン購入編２）

次回▶緑化活動編



有
　
料
　
広
　
告

広報かつらぎ  令和6年（2024年）6月号 20

相談名 相談日 時間 場所 問い合わせ

町内事業者・住民の方
に対して、求人求職の
情報提供・あっせん

ひきこもり青年の
ための「居場所」

無料法律相談

よりみち親の会

ふくし何でも相談

13:30～15:30

19:00～

8:30～17:15

13:00～17:00
（予約制）

13:00～16:00

6/10㈪、24㈪

6/5㈬

6/7㈮、21㈮

月～金曜（祝日除く）

①6/4㈫
②6/11㈫
③6/18㈫
④6/25㈫

①かつらぎ町役場
②高野町役場
③橋本市役所消費生活センター
④九度山町ふるさとセンター
①笠田公民館佐野分館
②笠田東児童館
③かつらぎ総合文化会館

13:30～15:30
（先着順）

就職相談
①6/11㈫
②6/18㈫
③6/5㈬、26㈬

14:00～15:30

8:30～17:15

よりみち菊谷
ＮＰＯ法人よりみち
☎090-7093-9595

地域福祉センター

同上 同上

大谷地域交流センター 同上

保健福祉センター
１階機能訓練室

社会福祉協議会
☎22-5222

健康推進課衛生係
内線6031

役場産業観光課
かつらぎ町
無料職業紹介所
（産業観光課内）
内線2103

産業観光課
商工観光係
内線2103

伊都振興局
地域づくり課
☎0736-33-4909

日常生活上の困りごと
など幅広い相談に

理学療法士相談

8:30～17:15月～金曜（祝日除く） 保健福祉センター
２階

健康推進課衛生係
内線2053

自主リハビリや健康体
操の方法の相談に

こども家庭センター
妊娠～子育ての相談に

消費生活相談
悪質な訪問販売や契
約・取引に関するトラ
ブルなどでお悩みの方

無料職業紹介所

月～金曜
※電話相談や、訪問
相談も行っています

月～金曜（祝日除く）
6/5㈬ひきこもり相談
6/11㈫小中高生相談
毎週金曜　女性相談

相 談 窓 口

　 交際費の公表

弔慰
見舞い
お祝い
賛助
会費
その他

14,000円
―

34,530円
―
―
―

48,530円

2件
―
2件
―
―
―
4件

―
―
―
―
―

3,000円
3,000円

―
―
―
―
―
1件
1件計

３・４月分 町および町長
金　額 件　数 金　額 件　数

議会および議長
児童虐待相談ダイヤル

かつらぎ町児童虐待相談ダイヤル
（☎22－8877）
【その他の相談先】
伊都振興局健康福祉部（☎0736－42
－3210）
和歌山県中央児童相談所（☎189番）
※緊急時は警察（☎110番）まで
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PicUp!PicUp! 新着図書

図書館
だより
6月の休館日
3・10・17・24

開館 9:00～17:00
☎22-0303

「わすれていいから」
大森　裕子（著）

児童書

一般書

「未明の砦」
太田　愛（著）

一般書

「こまどりたちが歌うなら」
寺地　はるな（著）

一般書

「今と未来がわかる老化の科学」
中西　真　他（監修）

「あなたの言葉を」
辻村　深月（作）

児童書

「つかめ！理科ダマン　１」
シン・テフン（作）
ナ・スンフン（まんが）

児童書

切
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と
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「読書ノート」終了者の紹介
令和５年度

読書ノート６部（300冊）終了者（学年は受賞時）

　読書ノートに取り組んでもらった児童のうち、たくさん読ん
でくれた方を紹介します。
読書ノートとは
　読書意欲を高め、少しでも読書をする機会を増や
すことを目的に実施しています。50冊の本を読む
と読書ノート１部が終了となります。小学生に配布
し、取り組んでもらいました。

妙寺小学校１年
北中　巳湖さん

笠田小学校２年
藤本　芽依さん

笠田小学校２年
松下　唯愛さん

笠田小学校２年
南方　叶愛さん



TOWN CULTURE
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文芸の窓

かつらぎ総合文化会館
ホ ー ル の ご 案 内

［問］ かつらぎ総合文化会館　☎22-0303・FAX22-7102

［問］ 大谷公民館（☎22-1644）

6/1～7/15の予定
開催日 場所 イベント名 開演 主催・問い合わせ他

6/9（日） AV 「少年メッセージ2024」伊都地方発表大会 12:00 伊都地方青年育成県民運動推進委員
会／関係者・一般

6/12（水） AV 令和6年度
かつらぎ町人権教育研究大会

第19回かつらぎ美術展
※16日のみ16:00まで

令和６年度
算定基礎届事務講習会

9:00～
17:00

かつらぎ町人権教育研究会（☎22-
1020）／関係者
日本年金機構　和歌山東年金事務所
（☎073-474-1841）／無料
かつらぎ町文化協会（☎22-0303）／
無料

6/13（木） AV 13:30

14:30

6/14～16
（金～日） 展
6/26・27
（水・木） 大 9:50 和歌山県消防設備保守協会（☎073-

402-2657）／関係者

湯川博恵（☎090-5908-5670）・
坪井静香（☎22-6222）／無料

6/27（木） AV かつらぎ町森林組合
第17回総代会

令和6年度
甲種防火管理新規講習

18:00 かつらぎ町森林組合（☎22-7995）／
関係者

7/7（日） AV ピアノ発表会 13:00

7/14（日） 大 きのかわ弦楽合奏団
第７回定期演奏会 14:00 山本一人（☎090-3054-3856）／無料

か ず と

※催物名、日時、内容などが主催者の都合により変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
　また、主催者の都合により掲載していない催物があります。催物の有無は主催までご確認ください。
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公民館だより

サークル紹介
現在 9サークルが活動中
・書道教室
・華房会（舞踊）
・手芸教室
・大正琴教室
・大谷シルバー
  フィットネスクラブ
・パッチワーク教室
・大谷碁友会
・女子力UPの会
・要約筆記サークル
  S.A.T かつらぎ

お知らせや活動紹介

最新情報は
こちら

令和７年２・３月大ホール・AVホール改修工事のため使用不可

大 谷
公民館

興味の
ある方は
ぜひ公民館
まで！



※詳しくは、衛生係までお問い合わせください。

※対象年齢で利用日時が異なります。施設にお問い合わせくだ
さい。

持ち物  母子手帳、バスタオル
※10か月児健康相談・２歳児健康相談は同日開催です。
※１歳６か月児健康診査・３歳６か月児健康診査は同日開催です。
※りんごちゃん教室は２カ月に１回の開催です。

広報かつらぎ  令和6年（2024年）6月号23

● 子育て支援センター

問い合わせ　子育て支援センター「はぐくみ」
（内線6013・☎080-8317-3788）
開館　月～土曜※祝日除く
時間　午前９時～正午、午後１時～４時
　　　※土曜は正午まで
場所　保健福祉センター１階

● 園庭開放（要事前予約）

　子育て支援センターからのお便り
　令和６年度が新しくスタートし、かわいい
赤ちゃん達が来てくれました。
　ママと一緒にふれあい遊びをしたり、歌に
合わせてリズムをとったり楽しい時間を過ご
しました。
　お母さん同士子どもを通じて、いろいろな
会話が弾みなかよしになりました。

聖心幼稚園
（☎22-1336）
三谷こども園
（☎23-3730）
佐野こども園
（☎22-6260）

9:30～11:00

9:30～10:30

9:30～10:30

※6/5・12・26（水）

6/11（火）

6/18（火）

日程 サークル名 場所

6/21（金） 笠田育児 笠田ふるさと交流館
6/20（木） 丁ノ町育児 丁ノ町地域交流センター

● 育児サークル（10:00～11:00）

6月 こそだてカレンダー 問い合わせ　健康推進課衛生係（内線2054）

※警報発令時、午前中の健康相談・教室は午前8時
半の時点、午後の健診・教室は午前11時の時点
で警報が発令されていれば中止とします。

身体計測・医師による診察・発達観察
・育児相談・離乳食指導

ふれあい遊び・子守歌・絵本の読み聞
かせ・ペープサート・ブックスタート事
業による絵本のプレゼント

身体計測・発達観察・育児相談・離乳
食指導・歯科指導

身体計測・発達観察・育児相談・食事
指導・歯科指導
身体計測・医師による診察・歯科医師
による歯科検診・発達観察・食事指導
・歯科指導・屈折検査
助産師による母乳相談、栄養士によ
る離乳食相談など

ふれあい遊び・手遊び・絵本の読み聞
かせ

身体計測・医師による診察・歯科医師
による歯科検診・発達観察・食事指
導・歯科指導・屈折検査

事業名 日　時 時　間 対　象 内　容
４か月・６か月児
健康診査
１歳６か月児
健康診査

10か月児健康相談

6/28㈮

6/18㈫

6/14㈮

6/18㈫

7/12㈮

6/5㈬

7/3㈬

6/13㈭
7/11㈭
6/13㈭
7/11㈭

13：30～
15：00

13：30～

10：00～

令和５年12月生まれ
令和６年２月生まれ

受付時間は
個別に通知

令和４年10・11月生まれ

乳児を持つ保護者と妊婦

6/5㈬ 令和５年10・11月生まれ
令和５年11・12月生まれ

令和５年６・７月生まれ

令和５年７月生まれ
令和５年８月生まれ
令和４年４月生まれ
令和４年５月生まれ
令和２年12月生まれ
令和３年１月生まれ

２歳児健康相談

子育て広場
「すくすく」

３歳６か月児
健康診査

７か月児教室
「さくらんぼ」
乳児教室

「りんごちゃん」

６/７・14（金）9:00～11:30
おめでとうコーナー「手形・足形を残しませんか」
　対象：誕生月の未就園児
　持ち物：タオル・ウェットティッシュ
６/６（木）10:00～11:00
赤ちゃんクラブ「よちよち」
　内容：「歯のおはなし！」
　定員：10人　要予約：5/23（木）～
６/13（木）10:00～11:00
わくわく広場
　内容：「モリ―さんとあそぼう！」
　定員：10組　要予約：5/30（木）～
６/26（水）10:00～11:00
なかよし広場
　内容：「栄養士さんと話そう☆」
　定員：10人　要予約：6/12（水）～



絵本の寄贈
　４月８日（月）、子ども食堂「もぐも
ぐカフェ」を運営しているサークル「も
ぐもぐ」様から「かつらぎ町の子ども達
のためにお役立てください」と絵本を寄
贈いただきました。
　いただいた絵本は有効に活用させてい
ただきます。心よりお礼申し上げます。

〒
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a.jp/
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ル
：
info@
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n.katsuragi.lg.jp

かつらぎ町
ホームページ

かつらぎ町
LINE登録

かつらぎ町の人口
（４月末日現在）

15,513人（前月比－24人）　男 7,331人　女 8,182人　世帯数 7,179世帯
出生 5人　死亡 21人　転入 46人　転出 54人
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こんにちは

4月の４か月健診に
来られた赤ちゃんを
ご紹介します♪

赤ちゃん

　３月25日（月）、上山高治さん（佐
野）に対する叙勲（瑞宝双光章）伝達
があり、教育長から勲記と県知事お祝
状、町長お祝状の贈呈が行われました。
　上山さんは、34年の長きにわたり教
員として、和歌山県の教育の発展と充
実に寄与された功績が認められての受
章です。

　金芽米を食べた児童生徒は
「もちもちしていておいしい」
「お米が甘い」。金芽米パンを
食べた児童生徒は「お米の香
りがする」「新食感でおいしい」
といった声が。

高齢者叙勲受章

　町では令和６年度から、小中学校で提供する
学校給食に栄養価の高い「金芽米」を導入しま
した。（対象人数約1,100人、年間予定提供量約
15トン）給食で使用する米は全て町内の農家
さんが育ててくださったものです。
　また、給食用パンも、小麦粉の一部を金芽米
の米粉に置き換えた「金芽米パン」を取り入れ
ました。学校給食で金芽米の米飯と金芽米の米
粉を使用して製造したパンを提供する取り組み
は全国初であり、この取り組みは町内の製パン
会社の協力により実現しました。

学校給食に金芽米を導入

※「金芽米」は東洋ライス株式会社の商標登録です。

左から）峯岡様、教育長、表具様

はくとちゃんはくちゃん

そうすけちゃんじゅのちゃん くるみちゃん




